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(57)【要約】
【課題】流体をパルス状に噴射する流体噴射装置を提供
する。
【解決手段】流体噴射装置１０は、ダイアフラム７０と
、ダイアフラム７０に対向して設けられる壁面８２と、
ダイアフラム７０と壁面８２との間に設けられるリング
形状のスペーサ６０の内周側壁６１と、から形成される
流体室１２０と、基端部が液体を供給する接続流路８５
に連通され、先端部が流体室１２０に連通されるよう壁
面８２に沿って略円弧形状に穿設される溝により形成さ
れる入口流路８３と、ダイアフラム７０を変位させる圧
電素子４０と、を有する脈動発生機構３０と、流体室１
２０に連通するよう開設される出口流路８８に連通する
ノズル９５を有し、脈動発生機構３０に挿着される接続
流路管９０と、が備えられ、流体室１２０の容積をダイ
アフラム７０により縮小してノズル９５から液体をパル
ス状に噴射する。
【選択図】図２



(2) JP 2010-51430 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイアフラムと、前記ダイアフラムに対向して設けられる壁面と、前記ダイアフラムと
前記壁面との間に設けられるリング形状のスペーサの内周側壁と、から形成される流体室
と、基端部が流体を供給する接続流路に連通され、先端部が前記流体室に連通されるよう
前記壁面に沿って略円弧形状に穿設される溝により形成される入口流路と、前記ダイアフ
ラムを変位させる圧電素子と、を有する脈動発生機構と、
　前記流体室に連通するよう開設される出口流路に連通するノズルを有し、前記脈動発生
機構に挿着される接続流路管と、が備えられ、
　前記流体室の容積を前記ダイアフラムにより縮小して前記ノズルから流体をパルス状に
噴射することを特徴とする流体噴射装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記入口流路が、前記壁面に沿って前記接続流路との連通部から延在される円弧部と、
前記円弧部から前記スペーサの内周側壁の接線方向に延在され、さらに前記スペーサの内
周側壁に沿って前記接続流路の近傍まで延在されて前記流体室に連通する流入口部と、か
ら形成されていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の流体噴射装置において、
　前記流入口部が、前記入口流路を形成する溝の底面から前記壁面に対して斜面で連続さ
れていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記流体室の内壁面に被覆層が設けられていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記ダイアフラムの周縁を前記スペーサとの間で挟持する機枠を備え、
　前記機枠の内部に前記圧電素子が配設され、前記圧電素子と前記機枠との空間に樹脂が
充填されていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の流体噴射装置において、
　前記樹脂が、前記圧電素子の駆動時に発生する熱を前記機枠を介して外部に発散させる
程度の熱伝導率を有していることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記出口流路の前記壁面との接続部が略円弧形状に接続されていることを特徴とする流
体噴射装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記ノズルが前記接続流路管の先端部に挿着され、前記ノズルの前記接続流路管との外
周接合面に沿って溝が設けられていることを特徴とする流体噴射装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の流体噴射装置において、
　前記接続流路管が、前記脈動発生機構に対して着脱可能であることを特徴とする流体噴
射装置。
【請求項１０】
　ダイアフラムと、前記ダイアフラムに対向して設けられる壁面と、前記ダイアフラムと
前記壁面との間に設けられるリング形状のスペーサの内周側壁と、によって形成される流
体室と、
　基端部が流体を供給する接続流路に連通し、先端部が前記流体室に連通されるよう前記
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壁面に沿って略円弧形状に穿設される溝により形成される入口流路と、
　前記ダイアフラムを変位させる圧電素子と、が備えられ、
　前記流体室の容積を前記ダイアフラムにより縮小して出口流路から流体を脈動吐出する
ことを特徴とする脈動発生機構。
【請求項１１】
　流体室の容積をダイアフラムにより縮小して出口流路から流体を脈動吐出する脈動発生
機構に着脱可能な接続流路管であって、
　前記出口流路に連通する出口接続流路と、前記出口接続流路に連通し流体の流動方向に
対して垂直方向の断面積が前記出口流路よりも減縮された流体噴射開口部を有するノズル
と、が備えられていることを特徴とする接続流路管。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体を脈動吐出する脈動発生機構と、脈動発生機構に挿着される接続流路管
と、これらを備え、流体をパルス状に噴射する流体噴射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　噴射される流体による手術は、血管等の脈管構造を保存しながら臓器実質を切開するこ
とが可能であり、さらに、切開部以外の生体組織に与える付随的損傷が軽微であることか
ら患者負担が小さく、また、出血が少ないため出血が術野の視界を妨げないことから迅速
な手術が可能であり、特に微小血管からの出血に難渋する肝切除等に多く臨床応用されて
いる。
【０００３】
　生体組織を切開または切除する流体噴射装置として、流体室の容積を縮小して流体の吐
出動作を行う脈動発生機構と、脈動発生機構の出口流路に一方の端部が接続され、他方の
端部が出口流路の直径よりも縮小されたノズルが設けられた接続流路管と、を有する流体
噴射装置というものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１５２１２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような特許文献１による流体噴射装置によれば、流体噴射装置自体でポンプ動作を
行っていたため、その駆動の特性から起動時にはポンプ室内の呼び水動作と気泡の排除を
必要とした。
【０００６】
　また、流体（液体）には僅かではあるが気体（空気）が含まれる。液体中に気体が存在
する場合、徐々に気体が集合して気泡となり滞留する。流体室内に気泡が滞留すると、容
積を縮小したときに内部圧力が充分上がらずに脈動吐出ができなくなる恐れがある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
【０００８】
　［適用例１］本適用例に係る流体噴射装置は、ダイアフラムと、前記ダイアフラムに対
向して設けられる壁面と、前記ダイアフラムと前記壁面との間に設けられるリング形状の
スペーサの内周側壁と、から形成される流体室と、基端部が流体を供給する接続流路に連
通され、先端部が前記流体室に連通されるよう前記壁面に沿って略円弧形状に穿設される
溝により形成される入口流路と、前記ダイアフラムを変位させる圧電素子と、を有する脈
動発生機構と、前記流体室に連通するよう開設される出口流路に連通するノズルを有し、
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前記脈動発生機構に挿着される接続流路管と、が備えられ、前記流体室の容積を前記ダイ
アフラムにより縮小して前記ノズルから流体をパルス状に噴射することを特徴とする。
【０００９】
　本適用例による構成によれば、入口流路が流体室の一部を構成する壁面に円弧形状の入
口流路を形成している。従って、入口流路の流路長を長くとれること、流体の流動方向に
対して垂直方向の断面積を小さく形成することができること、の両方から入口流路側のイ
ナータンスを出口流路側のイナータンスに対して充分大きくすることができる。このこと
により逆止弁を設けない簡単な構造を実現できる。
　その結果、流体を入口流路から流体室内に一定の圧力で供給し、脈動発生機構で強い脈
動に変換するという動作が可能になる。そのため、呼び水動作は不要となり、また、気泡
が発生しても、流体の流入は継続するため一定時間で排出され通常動作に戻ることができ
る。
【００１０】
　［適用例２］上記適用例に係る流体噴射装置は、前記入口流路が、前記壁面に沿って前
記接続流路との連通部から延在される円弧部と、前記円弧部から前記スペーサの内周側壁
の接線方向に延在され、さらに前記スペーサの内周側壁に沿って前記接続流路の近傍まで
延在されて前記流体室に連通する流入口部と、から形成されていることが好ましい。
【００１１】
　このような構成にすれば、流体をスペーサ内周側壁（つまり、流体室の内周側壁）に沿
って流動することができ、流体室内において旋回流を発生させる。
【００１２】
　流体を旋回流にすることにより、流体は遠心力により流体室の外側方向に寄せられ、気
泡は中心部に集まり、出口流路から流体の吐出に伴い外部に排出することができる。従っ
て、流体室内に気泡が滞留することを抑制し、流体室内部の圧力を充分上げることができ
ることから確実な脈動吐出を行うことができる。
【００１３】
　［適用例３］上記適用例に係る流体噴射装置は、前記流入口部が、前記入口流路を形成
する溝の底面から前記壁面に対して斜面で連続されていることが望ましい。
【００１４】
　このようにすれば、流入口部が入口流路を構成する溝の底面から斜面で壁面に連続して
流体室に連通するため、流入口部と壁面との接続部における流体抵抗を減じ、また、急激
に流路が変更されることにより発生する渦流による旋回流への乱れや気泡の発生を抑制す
ることができる。
【００１５】
　［適用例４］上記適用例に係る流体噴射装置は、前記流体室の内壁面に被覆層が設けら
れていることが望ましい。
　ここで、被覆層としては、例えばメッキによる皮膜層を採用することができる。
【００１６】
　液体中に含まれる気体は、流体室内の圧力が減少した場合に流体中から発生する。これ
ら気泡は、旋回流によって流体室中心に集められるが、微小な隙間や構成要素の隅部が存
在するとその部分に付着して排出されない場合が予想される。
【００１７】
　そこで、流体室内部に連続した被覆層を形成することで、微小隙間や接合隅部を被覆し
て連続した面を形成することで気泡の発生を抑制することができる。
【００１８】
　［適用例５］上記適用例に係る流体噴射装置は、前記ダイアフラムの周縁を前記スペー
サとの間で挟持する機枠を備え、前記機枠の内部に前記圧電素子が配設され、前記圧電素
子と前記機枠との空間に、樹脂が充填されていることが好ましい。
【００１９】
　このような構成によれば、圧電素子の周囲を樹脂で覆うことにより、圧電素子に水分が
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付着することによる電極間ショートを防止することができる。従って、充填される樹脂は
吸水性の小さいものが望ましい。
【００２０】
　［適用例６］上記適用例に係る流体噴射装置は、前記樹脂が、前記圧電素子の駆動時に
発生する熱を前記機枠を介して外部に発散させる程度の熱伝導率を有していることが望ま
しい。
【００２１】
　本適用例の流体噴射装置を長時間継続して駆動すると圧電素子から熱が発生する。そこ
で、圧電素子と機枠との空間にそれ自体が熱伝導率が高い材料か、または熱伝導率が高い
材料を混入した樹脂を充填することにより、発生した熱を機枠を介して外部に発散させる
ことで、圧電素子が高温になることによる特性の劣化を防止することができるという効果
がある。
【００２２】
　［適用例７］上記適用例に係る流体噴射装置は、前記出口流路の前記壁面との接続部が
略円弧形状に接続されていることが望ましい。
【００２３】
　このようにすれば、流体室と出口流路との連通部の流体抵抗を減ずることができ、また
、この接合部における渦流の発生を抑制し、流体室の容積を縮小する際に発生する圧力波
を減衰することなくノズルまで伝達することができる。
【００２４】
　［適用例８］上記適用例に係る流体噴射装置は、前記ノズルが前記接続流路管の先端部
に挿着され、前記ノズルの前記接続流路管との外周接合面に沿って溝が設けられているこ
とが好ましい。
【００２５】
　ノズルと接続流路管とは圧入結合し、両者の接合部を接着剤で補強すると共に、接合部
を密閉する。この際、接着剤を接合部全体にわたって一様に塗布することは困難である。
そこで、ノズルの外周接合面に溝を形成して接着剤溜まりとすることにより、補強と密閉
性を確保することができる。
【００２６】
　［適用例９］上記適用例に係る流体噴射装置は、前記接続流路管が、前記脈動発生機構
に対して着脱可能であることが好ましい。
　ここで、着脱構造としては、例えば、接続流路管を脈動発生機構との間で螺着構造を採
用することができる。
【００２７】
　このような構成によれば、万一、ノズルが詰まったときなどに接続流路管を取り外して
洗浄することができる他、接続流路管の交換を容易に行うことができる。
【００２８】
　また、接続流路管の形状を複数種類用意しておき、使用対象に応じて接続流路管の形状
を任意に選択して交換して使用することができるという効果がある。
【００２９】
　［適用例１０］本適用例に係る脈動発生機構は、ダイアフラムと、前記ダイアフラムに
対向して設けられる壁面と、前記ダイアフラムと前記壁面との間に設けられるリング形状
のスペーサの内周側壁と、によって形成される流体室と、基端部が流体を供給する接続流
路に連通し、先端部が前記流体室に連通されるよう前記壁面に沿って略円弧形状に穿設さ
れる溝により形成される入口流路と、前記ダイアフラムを変位させる圧電素子と、が備え
られ、前記流体室の容積を前記ダイアフラムにより縮小して出口流路から流体を脈動吐出
することを特徴とする。
【００３０】
　本適用例によれば、入口流路の流路長を長くとれること、流体の流動方向に対して垂直
方向の断面積を小さく形成することができること、の両方から入口流路側のイナータンス
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を出口流路側に対して充分大きくすることができる。このことにより、脈動流動を行うこ
とができる。このことにより逆止弁を設けない簡単な構造の脈動発生機構を実現できる。
【００３１】
　［適用例１１］本適用例に係る接続流路管は、流体室の容積を前記ダイアフラムにより
縮小して出口流路から流体を脈動吐出する脈動発生機構に着脱可能な接続流路管であって
、前記出口流路に連通される出口接続流路と、前記出口接続流路に連通し流体の流動方向
に対して垂直方向の断面積が前記出口流路よりも減縮された流体噴射開口部を有するノズ
ルと、が備えられていることを特徴とする。
【００３２】
　このようにすれば、脈動発生機構から脈動吐出される流体を、断面積が出口流路よりも
減縮された流体噴射開口部から噴射するためにより高速で切除能力の高いパルス状の液滴
として噴射することができる。
【００３３】
　また、接続流路管の形状を複数種類用意しておき使用対象に応じて接続流路管の形状を
任意に選択して使用することができるという効果がある。さらに、脈動発生機構に対して
接続流路管を着脱可能にすれば、なお利便性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は流体噴射システム、図２～図８は実施形態１に係る流体噴射装置、図９は実施形
態２、図１０実施形態３を示している。
　なお、以下の説明で参照する図は、図示の便宜上、部材ないし部分の縦横の縮尺は実際
のものとは異なる模式図である。
【００３５】
　また、本発明による流体噴射システム及び流体噴射装置は、インク等を用いた描画、細
密な物体及び構造物の洗浄、手術用メス等様々に採用可能であるが、以下に説明する実施
の形態では、生体組織を切開または切除することに好適な流体噴射装置を例示して説明す
る。従って、実施の形態にて用いる流体は、水または生理食塩水等の液体であり、流体を
液体と表すことがある。
　　（流体噴射システム）
【００３６】
　図１は、流体噴射システムの概略構成を示す説明図である。図１において、流体噴射シ
ステム１は、基本構成として液体を収容する液体容器と圧力発生部としてのポンプ（図示
は省略）とを含む制御装置２０と、ポンプから供給される液体を脈動噴射する流体噴射装
置１０と、流体噴射装置１０とポンプを連通する接続チューブ２５とから構成されている
。
【００３７】
　流体噴射装置１０は、供給された液体を高圧、高い周波数で脈動吐出する脈動発生機構
３０と、脈動発生機構３０に接続される接続流路管９０とを有し、接続流路管９０の先端
部には流路の断面積が縮小された流体噴射開口部９７を有するノズル９５が挿着されてい
る。
【００３８】
　次に、この流体噴射システム１における液体の流動について説明する。制御装置２０に
備えられる液体容器に収容された液体は、ポンプにより一定の圧力で接続チューブ２５を
介して脈動発生機構３０に供給される。
【００３９】
　脈動発生機構３０には流体室１２０（図２、参照）と、この流体室１２０の容積変更手
段と、を備えており、容積変更手段を駆動し脈動を発生して流体噴射開口部９７から液体
を高速でパルス状に噴射する。脈動発生機構３０の詳しい説明については、図２～図７を
参照して後述する。
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【００４０】
　なお、圧力発生部としてはポンプに限らず、液体容器としての輸液バッグをスタンド等
によって脈動発生機構３０よりも高い位置に保持するようにしてもよい。従って、ポンプ
は不要となり、構成を簡素化することができる他、液体流路の消毒等が容易になる利点が
ある。
【００４１】
　ポンプの吐出圧力は概ね３気圧（０．３ＭＰａ）以下に設定する。また、輸液バッグを
用いる場合には、脈動発生機構３０と輸液バッグの液上面との高度差が圧力となり、０．
１～０．１５気圧（０．０１～０．０１５ＭＰａ）程度になるように高度差を設定するこ
とが望ましい。
【００４２】
　なお、この流体噴射システム１を用いて手術をする際には、術者が把持する主たる部位
は脈動発生機構３０である。従って、脈動発生機構３０に接続される接続チューブ２５は
できるだけ柔軟であることが好ましい。そのためには、柔軟で薄いチューブとし、液体を
脈動発生機構３０に送液可能な範囲で低圧にすることが好ましい。
【００４３】
　また、特に、脳手術のときのように、流体噴射システム１の故障が重大な事故を引き起
こす恐れがあるような場合には、接続チューブ２５の切断等において高圧な流体が噴出す
ることは避けなければならず、このことからも低圧にしておくことが要求される。
　　（実施形態１）
【００４４】
　続いて、実施形態１に係る流体噴射装置１０の構造について説明する。
　図２は実施形態１に係る脈動発生機構の主たる構成を液体の流路方向に沿って切断して
示す断面図、図３は脈動発生機構の右側から図示した側面図、図４は脈動発生機構の左側
から図示した側面図である。
【００４５】
　まず、図２～図４を参照して流体噴射装置１０の概略構成を説明する。流体噴射装置１
０は、液体の脈動を発生する脈動発生手段を含む脈動発生機構３０と、液体を吐出する出
口接続流路９２とノズル９５とを有する接続流路管９０と、から構成されている。
【００４６】
　脈動発生機構３０は、リング形状のスペーサ６０と円盤状の金属薄板からなるダイアフ
ラム７０の周縁とを第１機枠８０と機枠としての第２機枠５０とのそれぞれが対向する面
において密接挟持し、第１機枠８０の第２機枠５０側の壁面８２とダイアフラム７０とス
ペーサ６０の内周壁面とで囲まれて構成される流体室１２０を有している。
【００４７】
　第１機枠８０の外側側面にはチューブ接続管８１が突設されており、チューブ接続管８
１には流入接続流路８４が開設されている。この流入接続流路８４には流体室１２０に連
通する接続流路８５が接続され、壁面８２に穿設される入口流路８３に連通されている。
入口流路８３は図５、図６を参照して詳しく説明する。
【００４８】
　チューブ接続管８１には、接続チューブ２５が嵌着されており、接続チューブ２５は制
御装置２０（図１、参照）の内部に設けられるポンプに接続され、入口流路８３を介して
流体室１２０内に液体が供給されるよう構成されている。
【００４９】
　また、第１機枠８０には、壁面８２の略中央にダイアフラム７０（つまり、壁面８２）
に対して略垂直に接続流路管９０が挿着されている。接続流路管９０は、流体室１２０に
連通する出口流路９１と、出口流路９１に連通する出口接続流路９２と、を有し、出口流
路９１とは反対側の端部には、ノズル９５が挿着されている。
【００５０】
　ノズル９５は、出口接続流路９２に連通するノズル流路９６と、流体噴射開口部９７と
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を有している。
【００５１】
　ここで、出口接続流路９２とノズル流路９６とは同じ断面積を有し、この断面積は出口
流路９１の断面積より大きい。また、流体噴射開口部９７の断面積は、出口接続流路９２
の断面積よりも減縮されている。
【００５２】
　なお、上記断面積とは、液体の流動方向に対して垂直に切断したときの流路の断面積を
表している。
【００５３】
　一方、第２機枠５０は、外側鍔部５６と筒部５１を有する筒状部材であって、外側鍔部
５６と筒部５１の外形形状は四角形である。そして、第２機枠５０を貫通する円筒状の孔
５１ａが開設されている。
【００５４】
　孔５１ａの第１機枠８０とは反対側方向の開口部は下板１００で封止されている。この
孔５１ａの内部に駆動源としての圧電素子４０が配設されている。圧電素子４０は、積層
型圧電素子であって柱状のアクチュエータを構成する。
【００５５】
　圧電素子４０の一方の端部は上板１１０を介してダイアフラム７０に、他方の端部は下
板１００の内面に固着されている。
【００５６】
　圧電素子４０の対向する側面にはそれぞれ駆動電極（図示せず）が設けられ、これら駆
動電極には、絶縁被覆された接続リード１５１，１５２が接続されている。接続リード１
５１，１５２それぞれは、第２機枠５０の筒部５１の側面に開設されたリード挿通孔５４
，５５を通って外部に引き出され、制御装置２０（図１、参照）の駆動回路部（図示せず
）に接続される。
【００５７】
　第１機枠８０と第２機枠５０とは、ダイアフラム７０の周縁部とスペーサ６０とを挟み
込んだ状態で４隅を固定螺子１６１で螺着固定し、互いを密接させる（図４、参照する）
。
【００５８】
　一方、第２機枠５０と下板１００とは、組み立てた状態で圧電素子４０がダイアフラム
７０を変形させないように寸法調整をしたうえで、固定螺子１６０で４隅を螺着固定する
（図３、参照）。
【００５９】
　こうして第１機枠８０と第２機枠５０と下板１００とを固定した状態で、第２機枠５０
の筒部５１と圧電素子４０により形成される空間に樹脂１４０を充填させる。充填範囲は
接続リード１５１，１５２が挿通されるリード挿通孔５４，５５の内部も含まれる。
【００６０】
　なお、充填される樹脂１４０は、吸水性の小さい材料（または撥水性を有する材料）が
好ましい。また、それ自体が熱伝導率が高い材料、或いは熱伝導率が高い材料を混入した
樹脂が好ましく、混入する材料としては熱伝導率の高い無機セラミックス粉末、炭素粉末
等が考えられる。小さな吸水性と熱伝導率の両方の条件を満たす材料であればなお好まし
い。
【００６１】
　さらに、この樹脂は圧電素子４０の周囲を充填被覆するため、圧電素子４０の駆動を妨
げない程度の可撓性を有している。
【００６２】
　続いて、第１機枠８０と第２機枠５０との接合部について図５を参照して説明する。
　図５は、第１機枠と第２機枠との接合部の詳細を示す断面図である。従って、図２と同
じ符号を付与して説明する。
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【００６３】
　第１機枠８０には壁面８２の周囲にリング状凹部８６が形成され、第２機枠５０にはリ
ング状凹部８６に対向したリング状凸部５３が形成されている。このリング状凹部８６に
リング状凸部５３を挿着することで第１機枠８０と第２機枠５０との正確な位置規制がな
される。
【００６４】
　この際、第１機枠８０の中央部の壁面８２と、第２機枠５０のリング状凸部５３の内側
に突設される内周鍔部５２との間にダイアフラム７０とスペーサ６０とが圧設される。
【００６５】
　なお、スペーサ６０の内周側壁６１と第２機枠５０の内周鍔部５２の直径は略同等に設
定され、ダイアフラム７０の変位に対する支持位置を同じにしている。
【００６６】
　第１機枠８０のリング状凹部８６の底部と、第２機枠５０のリング状凸部５３の先端部
の間にはシール材としてのパッキン１３０が介在されている。ダイアフラム７０とスペー
サ６０とが圧設された状態でパッキン１３０が押変形され、外部と流体室１２０の間の液
体の移動を規制している。
【００６７】
　また、接続流路管９０は端部が流体室１２０に達する位置まで第１機枠８０に圧入され
、出口流路９１が流体室１２０に連通されている。なお、接続流路管９０の端面は流体室
１２０内の壁面８２の表面と同一平面となるように加工される。さらに、出口流路９１の
流体室１２０との接続部（連通部）は略円弧形状に滑らかに接続されている。
【００６８】
　このような加工は、接続流路管９０を壁面８２から僅かに流体室１２０内に突設するよ
う圧入した後、壁面８２の表面に合わせて研削加工し、さらに出口流路９１の内側コーナ
ーを研削加工することで実現できる。
【００６９】
　入口流路８３は、第１機枠８０の壁面８２に形成された溝と、この溝の開口部を封止す
るスペーサ６０によって構成される。
【００７０】
　次に、入口流路８３について図６、図７を参照して説明する。
　図６は、第１機枠を圧電素子側から視認した状態を示す平面図である。入口流路８３は
、第１機枠８０の壁面８２に溝として形成され、接続流路８５との接続部を基端部とし、
流体室１２０に連通する先端部が流入口部８３ａに至るまで略円弧形状に延在されている
。
【００７１】
　この溝は、接続流路８５との接続部から出口流路９１を中心とする同心円で図示Ａの位
置まで延在され、図示Ｂから図示Ｃまでの範囲はスペーサ６０の内周側壁６１の接線方向
（つまり、流体室１２０の側壁の接線方向）に延在される。さらに、図示Ｃから図示Ｄの
範囲は、スペーサ６０の内周側壁６１に沿って延在されている。
【００７２】
　また、図示Ａから図示Ｂまでの範囲は、液体を滑らかに流動方向を変化させるだけの小
円弧で接続する。
【００７３】
　このように形成される溝の大部分の開口部（図示上方）は、にはリング形状のスペーサ
６０によって封止されて入口流路８３を形成し、流入口部８３ａが、流体室１２０に連通
される。
【００７４】
　このように入口流路８３を形成することによって、接続チューブ２５から一定の圧力で
流入される液体は、スペーサ６０の内周側壁６１に沿う旋回流となる。
【００７５】
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　なお、入口流路８３の流体室１２０への流入口部８３ａは底面から壁面８２まで斜面８
３ｄで連続されている。
　図７は、流入口部を拡大して示す断面図である。流入口部８３ａは、入口流路８３の概
ね図示Ｃから図示Ｄまでの範囲内（図６も参照する）で、溝の底面８３ｂから斜面８３ｄ
によって壁面８２に連続されている。
【００７６】
　次に、本実施形態におけるノズルと接続流路管との接合構造について図面を参照して説
明する。
　図８は、ノズルと接続流路管との接合構造を示す断面図である。ノズル９５は、先端鍔
部９８と挿入部９９とから構成され、接続流路管９０の出口接続流路９２に連通するノズ
ル流路９６と流体噴射開口部９７とが開設されている。挿入部９９の外周面には、長手方
向途中に溝９９ａが形成されると共に、挿入側先端部には外径が減縮された細管部９９ｂ
が形成されている。
【００７７】
　また、接続流路管９０の端部には、ノズル挿着穴９０ｆが形成されている。ノズル９５
は、ノズル挿着穴９０ｆに圧入される。この際、ノズル９５の端面９９ｃがノズル挿着穴
９０ｆの底面９４に密接される。
【００７８】
　なお、ノズル９５は、挿入部９９の外周側面には圧入強度の補強のために接着剤が塗布
されたうえで接続流路管９０に圧入される。この圧入時に、接着剤が溝９９ａに溜まる。
従って、本実施形態における溝９９ａは接着剤溜まりであって、接着強度を高める機能と
、ノズル９５と接続流路管９０との接合部において、液体漏れや空気の浸入を防止する機
能を有する。
【００７９】
　また、細管部９９ｂは、接着剤がこの細管部９９ｂの範囲で止まり、出口接続流路９２
またはノズル流路９６の内部に入り込むことを防止している。
【００８０】
　次に、本実施形態における流体噴射装置１０の動作について図５，６を参照して説明す
る。本実施形態の脈動発生機構３０の液体吐出は、入口流路側のイナータンスＬ１（合成
イナータンスＬ１と呼ぶことがある）と出口流路側のイナータンスＬ２（合成イナータン
スＬ２と呼ぶことがある）の差によって行われる。
【００８１】
　まず、イナータンスについて説明する。
　イナータンスＬは、液体の密度ρ、流路の断面積Ｓ、流路の長さｈとしたとき、Ｌ＝ρ
×ｈ／Ｓで表される。流路の圧力差ΔＰ、流路を流れる液体の流量Ｑ、時間ｔとした場合
に、イナータンスＬを用いて流路内の運動方程式を変形し、ΔＰ＝Ｌ×ｄＱ／ｄｔという
関係が導き出される。
【００８２】
　つまり、イナータンスＬは、流量の時間変化に与える影響度合いを示しており、イナー
タンスＬが大きいほど流量の時間変化が少なく、イナータンスＬが小さいほど流量の時間
変化が大きくなる。
【００８３】
　なお、合成イナータンスＬ１は、流入接続流路８４と接続流路８５の断面積が入口流路
８３の断面積に対して十分大きく設定されているので、合成イナータンスＬ１は、入口流
路８３の範囲において算出される。この際、接続チューブ２５は柔軟性を有するため、合
成イナータンスＬ１の算出から削除してもよい。
【００８４】
　また、合成イナータンスＬ２は、接続流路管９０が液体の圧力波の伝播に充分な剛性を
有していることから出口流路９１と出口接続流路９２との和と考えることができる。
【００８５】
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　そして、本実施形態では、合成イナータンスＬ１が合成イナータンスＬ２よりも大きく
なるように、入口流路８３の流路長及び断面積、出口流路９１及び出口接続流路９２の流
路長及び断面積を設定する。
【００８６】
　次に、脈動発生機構３０の動作について説明する。
　ポンプによって入口流路８３には、常に一定圧力の液圧で液体が供給される。その結果
、圧電素子４０が動作を行わない場合、ポンプの吐出圧力と入口流路側全体の流体抵抗値
の差によって液体は流体室１２０内に流入する。
【００８７】
　ここで、圧電素子４０に駆動信号が入力され、急激に圧電素子４０が伸張したとすると
、流体室１２０内の圧力は、入口流路側及び出口流路側の合成イナータンスＬ１，Ｌ２が
十分な大きさを有していれば急速に上昇して数十気圧に達する。この圧力は、入口流路８
３に加えられていたポンプによる圧力よりはるかに大きいため、入口流路８３から流体室
１２０内への液体の流入はその圧力によって減少し、出口流路９１からの流出が増加する
。
【００８８】
　しかし、入口流路側の合成イナータンスＬ１は、出口流路側の合成イナータンスＬ２よ
りも大きいため、入口流路８３から液体が流体室１２０へ流入する流量の減少量よりも、
出口流路９１から吐出される液体の増加量の方が大きい。そのことから、出口流路９１に
パルス状の流体吐出、つまり、脈動流が発生する。
【００８９】
　この吐出の際の圧力変動が、接続流路管９０内を伝播して、先端のノズル９５の流体噴
射開口部９７（共に、図２参照）から液体が噴射される。流体噴射開口部９７の直径は、
出口流路９１の直径よりも減縮されているので、液体は、さらに高圧、高速のパルス状の
液滴として噴射される。
【００９０】
　一方、流体室１２０内は、入口流路８３からの液体流入量の減少と出口流路９１からの
液体流出の増加との相互作用で、圧力上昇直後に真空状態となる。その結果、ポンプの圧
力と、流体室１２０内の真空状態の双方によって一定時間経過後、入口流路８３の液体は
圧電素子４０の動作前と同様な速度で流体室１２０内に向かう流れが復帰する。入口流路
８３内の液体の流動が復帰した後、圧電素子４０の伸張があれば、ノズル９５から液体を
パルス状に継続して噴射することができる。
【００９１】
　本実施形態は、入口流路８３を第１機枠８０の壁面８２に溝として形成し、スペーサ６
０で開口部を封止する構造である。このことから、入口流路８３の流路長を長くとれるこ
と、液体の流動方向に対して垂直方向の断面積を小さく構成することができること、の両
方から入口流路側の合成イナータンスＬ１を出口流路側の合成イナータンスＬ２に対して
充分大きくすることができる。従って、逆止弁を設けない簡単な構造を実現できる。
【００９２】
　その結果、液体を入口流路８３から流体室１２０内に一定の圧力で供給し、脈動発生機
構３０で強い脈動に変換するという動作が可能になる。そのため、呼び水動作は不要とな
り、また、気泡が発生しても、液体の流入は継続するため一定時間で排出され通常動作に
戻ることができる。
【００９３】
　また、入口流路８３が、接続流路８５との接続部（基端部）から延在される円弧部と、
円弧部からスペーサ６０の内周側壁９３の接線方向、さらに内周側壁９３に沿って延在し
て流入口部８３ａから流体室１２０に連通させる。このことから、流体室１２０内におい
て旋回流を発生させる。
【００９４】
　旋回流を発生させることで、液体は遠心力により流体室１２０の外側方向に寄せられ、



(12) JP 2010-51430 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

気泡は中心部に集まり、出口流路９１から液体の吐出に伴い外部に排出される。従って、
流体室１２０内に気泡が滞留することを抑制し、流体室１２０内部の圧力を充分高めるこ
とができることから高圧の脈動吐出を行うことができる。
【００９５】
　また、入口流路８３が流体室１２０に接続する流入口部８３ａにおいて、入口流路８３
を形成する溝の底面８３ｂから壁面８２に対して斜面８３ｄで連続しているため、流入口
部８３ａと流体室１２０の接続部における流体抵抗を減じ、また、急激に流路が変更され
ることにより発生する渦流による旋回流の乱れを抑制することができる。
【００９６】
　また、圧電素子４０が配設される第２機枠５０の筒部５１の空間を樹脂１４０で充填し
ている。樹脂１４０は、吸水性が小さい性質を有していることから、この空間に水分が浸
入することを阻止し、圧電素子４０に水分が付着することによる電極間ショートを防止す
ることができる。
【００９７】
　また、接続リード１５１，１５２が挿通されるリード挿通孔５４，５５（図２、参照）
にも樹脂１４０を充填することから、圧電素子４０との接続部、及び第２機枠５０内にお
ける接続リード１５１，１５２を補強をすることができる。
【００９８】
　さらに、樹脂１４０を熱伝導率が高い材料にすることで、長時間継続して駆動すること
による圧電素子４０から発生した熱を第２機枠５０を介して外部に発散させることで、圧
電素子４０が高温になることによる特性劣化を防止することができるという効果がある。
【００９９】
　また、出口流路９１の壁面８２との接合部を略円弧形状で接続し滑らかに丸めているた
め、流体室１２０と出口流路９１との接合部における流体抵抗を減ずることができ、さら
に、この接合部における渦流の発生を抑制し、流体室１２０の容積を縮小する際に発生す
る圧力波を減衰することなくノズル９５まで伝達することができる。
【０１００】
　また、ノズル９５と接続流路管９０との接合面に接着剤溜まりとしての溝９９ａを形成
している。ノズル９５と接続流路管９０とは圧入結合し、両者の結合部を接着剤で補強す
るが、接着剤溜まりを設けることにより、強度補強と密閉性を確保することができる。
　　（実施形態２）
【０１０１】
　続いて、実施形態２について図面を参照して説明する。実施形態２は、前述した実施形
態１に対して、出口流路を第１機枠に設け、接続流路管に設けられる出口接続流路を出口
流路と連通させていることに特徴を有する。従って、実施形態１との相違個所を中心に説
明する。
【０１０２】
　図９は、実施形態２に係る流体噴射装置の一部を示す断面図である。図９において、第
１機枠８０には流体室１２０に連通する出口流路８８が開設されると共に、流体室１２０
とは反対側に接続流路管挿着部８０ａが突設され、この中央部に挿着穴８０ｃが穿設され
ている。
【０１０３】
　そして、接続流路管挿着部８０ａには接続流路管９０が挿着されている。接続流路管９
０には出口接続流路９２が開設されており、出口流路８８と出口接続流路９２とは連通さ
れる。
【０１０４】
　なお、出口流路８８と出口接続流路９２の流路長と断面積（直径）は、実施形態１と同
様に設定されている。
　また、接続流路管９０は、その先端部９０ｇが、挿着穴８０ｃの底部８０ｂに密接され
るまで圧入される。
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【０１０５】
　また、接続流路管９０の挿着穴８０ｃとの接合する範囲の途中に溝部９０ｄと、先端部
に外径が減縮された細管部９０ｅが設けられている。
【０１０６】
　接続流路管９０の外周面には圧入強度の補強のために接着剤が塗布されたうえで挿着穴
８０ｃに圧入される。接続流路管９０の圧入時に、接着剤が溝部９０ｄに溜まる。従って
、本実施形態における溝部９０ｄは接着剤溜まりであって、接着強度を高める機能と、接
続流路管９０と第１機枠８０の接合部において、液体漏れや空気の浸入を防止することが
できる。
【０１０７】
　また、細管部９０ｅは、接着剤がこの細管部９０ｅの範囲で止まり、出口流路８８また
は出口接続流路９２の内部に入り込むことを防止している。
【０１０８】
　また、このような構成では、出口流路８８が第１機枠８０に開設されている。従って、
出口流路８８は流体室１２０の一部を構成する壁面８２と同じ面で連続することから、接
続流路管９０と壁面８２との接合部が流体室１２０内にできないため、接合面が存在する
ことに起因する気泡の発生を抑制することができる。
　　（実施形態３）
【０１０９】
　続いて、実施形態３に係る流体噴射装置を図面を参照して説明する。実施形態３は、実
施形態１及び実施形態２が、接続流路管９０を脈動発生機構３０（第１機枠８０）に圧入
固定していることに対して、接続流路管９０が脈動発生機構３０に対して着脱可能である
ことを特徴としている。従って、前述した実施形態１，２との相違個所を中心に説明する
。
【０１１０】
　図１０は、実施形態３に係る流体噴射装置を示し，（ａ）はその一部を示す断面図、（
ｂ）は（ａ）のＥ―Ｅ切断面を示す断面図である。図１０において、流体噴射装置１０は
、脈動発生機構３０に接続流路管９０が互いの螺子部において螺着固定され構成されてい
る。
【０１１１】
　具体的には、脈動発生機構３０を構成する第１機枠８０には、流体室１２０とは反対側
に接続流路管挿着部８０ａが突設され、この接続流路管挿着部８０ａに流体室１２０に連
通する出口流路８８と接続流路８９とが開設されている。さらに、接続流路管挿着部８０
ａの先端部から接続流路８９に至る範囲に雌螺子８０ｄが形成されている。
【０１１２】
　接続流路管９０には、出口接続流路９２が開設され、その先端部外周には雄螺子９０ａ
が形成されている。これらの螺子部を螺着することで、接続流路管９０は脈動発生機構３
０に固定される。従って、接続流路管９０は脈動発生機構３０（つまり、第１機枠８０）
に対して着脱可能な構成である。
【０１１３】
　また、接続流路管９０は、その先端部９０ｇが、雌螺子８０ｄの底部８０ｂに密接され
るまで捩じ込まれて固定される。
【０１１４】
　なお、接続流路８９と出口接続流路９２の直径は同じであり、出口流路８８と接続流路
８９と出口接続流路９２の流路長と断面積（直径）、つまり、出口流路側の合成イナータ
ンスＬ２は、実施形態１と同様に設定されている。
【０１１５】
　また、接続流路管９０の長手方向の途中の外周部には、カット部９０ｂが形成されてい
る。図１０（ｂ）に示すように、カット部９０ｂは接続流路管９０の外周部を互いに対向
する平面でカットして形成する。このカット部９０ｂを治具等により回転して、接続流路
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管９０の脈動発生機構３０に対する着脱に用いられる。
【０１１６】
　従って、このような構成によれば、万一、ノズル９５が詰まったときなどに接続流路管
９０を取り外して洗浄、消毒することができる他、接続流路管９０の交換を容易に行うこ
とができる。
【０１１７】
　また、接続流路管９０の形状を複数種類用意しておき、使用対象に応じて接続流路管９
０の形状を任意に選択して取り付けて使用することができるという効果がある。
　　（実施形態４）
【０１１８】
　続いて、実施形態４について説明する。実施形態４は、流体室の内壁面に被覆層が形成
されていることを特徴としている。図示は省略するが、図５を参照して説明する。
【０１１９】
　流体室１２０は、第１機枠８０の壁面８２と、スペーサ６０の内周側壁６１と、ダイア
フラム７０で囲まれた空間によって構成される。この際、第１機枠８０の壁面８２との接
合部及び隅部、スペーサ６０の内周側壁６１とダイアフラム７０との接合部及び隅部、接
続流路管９０と壁面８２との接合部と、が形成される。
【０１２０】
　これら接合部には加工上の微小な隙間ができることが考えられ、また隅部の内角は９０
度である。
【０１２１】
　このような流体室１２０の内壁面の全周にわたって被覆層が形成される。被覆層の１例
としては金属メッキ層を採用することができる。メッキ層の材質は特に限定されないが、
用いられる液体に対して耐性を有するものを選択する。
【０１２２】
　なお、メッキ層の形成は、脈動発生機構３０に接続流路管９０を挿着した後、メッキ液
に浸漬することで可能であるが、流入接続流路８４から入口流路８３、出口接続流路９２
を流動するようにメッキ液を強制流動すれば、各流路の細部にまでメッキ液が巡回するこ
とで流路全体にメッキ層を形成することができる。
【０１２３】
　なお、入口流路８３の溝の底部と側壁との間に形成される隅部、溝を封止するスペーサ
６０との接合部の隅部にも被覆層が形成される。また、ノズル９５と接続流路管９０との
接合部にも被覆層が形成される。
　従って、液体の流路全体に連続した薄い被覆層が形成される。
【０１２４】
　前述したように、流動する液体中に含まれる気体は、構成要素の接合部の微小な隙間や
隅部に徐々に集合して気泡を発生する。流体室１２０内に気泡が存在するとダイアフラム
７０によって流体室１２０の容積を縮小する際に充分に内部圧力が上昇しないことが考え
られる。
【０１２５】
　そこで、流体室１２０を含む液体の流路全体を連続した薄い被覆層を形成することで、
各構成要素の接合部の微小隙間を埋め、隅部を被覆層で丸めることにより、微小隙間や隅
部の存在に起因する気泡の発生を抑制し、流体室１２０の内部圧力を所定の大きさに高め
ることができる。
【０１２６】
　なお、本実施形態は、前述した実施形態１を例示して説明したが、前述した実施形態２
及び実施形態３の構成にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】流体噴射システムの概略構成を示す説明図。
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【図２】実施形態１に係る脈動発生機構の主たる構成を液体の流路方向に沿って切断した
断面図。
【図３】脈動発生機構の右側から図示した側面図。
【図４】脈動発生機構の左側から図示した側面図。
【図５】実施形態１に係る第１機枠と第２機枠との接合部の詳細を示す断面図。
【図６】実施形態１に係る第１機枠を圧電素子側から視認した状態を示す平面図。
【図７】実施形態１に係る流入口部を拡大して示す断面図。
【図８】実施形態１に係るノズルと接続流路管との接合構造を示す断面図。
【図９】実施形態２に係る流体噴射装置の一部を示す断面図。
【図１０】実施形態３に係る流体噴射装置を示し，（ａ）はその一部を示す断面図、（ｂ
）は（ａ）のＥ―Ｅ切断面を示す断面図。
【符号の説明】
【０１２８】
　１０…流体噴射装置、４０…圧電素子、５０…第２機枠、６０…スペーサ、６１…内周
側壁、７０…ダイアフラム、８０…第１機枠、８２…壁面、８３…入口流路、８５…接続
流路、９０…接続流路管、９１…出口流路、９５…ノズル、１２０…流体室。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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